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両
村
の
住
民
の
皆
さ
ま
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。 

 

今
回
の
合
併
協
議
は
、
以
前

か
ら
親
密
な
関
係
に
あ
る
都

幾
川
村
と
玉
川
村
が
合
併
す

る
こ
と
に
よ
り
、
効
率
的
な
行

財
政
運
営
の
推
進
を
目
指
す

も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、

両
村
の
築
い
て
き
た
村
づ
く
り

を
大
切
に
し
な
が
ら
、
地
域
の

特
性
を
活
か
し
た
自
治
体
を

形
成
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。 

 
都
幾
川
村
と
玉
川
村
は
、
平

成
一
六
年
一
一
月
一
日
付
で

二
村
に
よ
る
合
併
協
議
会
を

設
置
し
ま
し
た
。 

合合合
併併併
協協協
議議議
会会会
ををを
設設設
置置置
いいい
たたた
ししし
ままま
ししし
たたた
。。。

会

 
 

関
口 

定
男

長

副
会
長 

 

大
澤 

 

堯 

平成１６年１１月１２日（金）に第１回の合併協議会を開催しました。報告事項５項目が承認

され、協議事項１０項目について協議をいただきました。内容と主な結果は次のとおりです。 

第 １ 回 合 併 協 議 会 内 容 と 主 な 結 果 

報告第１号  都幾川村・玉川村合併協議会規約の制定について 
報 

告 

事 

項 

報告第２号  都幾川村・玉川村合併協議会幹事会規程の制定について 

報告第３号  都幾川村・玉川村合併協議会事務局規程の制定について 

報告第４号  都幾川村・玉川村合併協議会財務規程の制定について 

報告第５号  都幾川村・玉川村合併協議会設置に関する協議書等について 

 
協議第１号  都幾川村・玉川村合併協議会会議運営規程について 

協
定
項
目
１ 

合
併
の
方
式
に
つ
い
て 

 

合
併
の
方
式
に
つ
い
て
は
、
都
幾
川
村
及
び
玉

川
村
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
新
し
い
町

を
設
置
す
る
新
設
合
併
と
す
る
。 

協議第２号  都幾川村・玉川村合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程について 

協議第３号  平成１６年度都幾川村・玉川村合併協議会事業計画について 

協議第４号  平成１６年度都幾川村・玉川村合併協議会予算について 

協議第５号  都幾川村・玉川村合併協議会協定項目について 

協議第６号  合併協定項目の協議方針について 

協議第７号  協定項目１ 合併の方式について 

協議第８号  協定項目２ 合併の期日について 

協議第９号  協定項目５ 新町建設計画策定方針について 

協議第１０号 第２回都幾川村・玉川村合併協議会の開催日について 

 

協 
議 

事 

項 

 

合
併
申
請
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特

例
に
関
す
る
法
律
の
適
用
を
受
け
る
平
成
一

七
年
三
月
末
日
ま
で
と
す
る
。 

 

合
併
の
期
日
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
協
議
、
決

定
す
る
も
の
と
す
る
。 

平成 16 年度協議会事業計画 協
定
項
目
２ 

合
併
の
期
日
に
つ
い
て 

 
１ 協議会の開催 

  協議会の開催は、月２回程度とする。 

２ 協議会だよりの発行 

  月１回程度とする。 

３ 協議会ホームページの開設・運営 

  更新は随時とする。 

４ 新町建設計画の策定 

５ 事務事業一元化業務 

６ 県への合併申請 


